
                             第１  総    説 
                                                       

１ 沿 革 
 

  明治２６年 １月  県庁舎内に滋賀県常置度量衡検定所設置 

  明治３３年 ８月  彦根市にも常置検定所設置（明治４０年５月廃止） 

  昭和２７年 ３月  滋賀県計量検定所と改称 

  昭和３０年 ９月  本庁経済部商工観光課に計量係を設置し、計量指導にあたる 

  昭和３４年１０月  所内に庶務係と業務係を設置し、計量業務の充実をはかる 

  昭和４１年 １月  県庁第二別館を改築し、その一部に移転 

  平成 ７年 ５月   草津市の独立庁舎に移転し現在に至る 

 平成 ８年 ４月  庶務係・業務係の係制が廃止される  

 

２ 所在地及び土地・建物 
 

    所在地  〒５２５－００２２     電  話    ０７７－５６３－３１４５ 

草津市川原町１４９番１         ＦＡＸ    ０７７－５６３－３３９３ 

      

土地面積        ９，７５８．０５ ｍ２ 

 

  建物面積     １，３９３．２２ ㎡  
◎ 本館棟         ８３５．９７ ｍ２ 

        １Ｆ （主要施設）   計量検定所事務室         １００．１９ ｍ２ 
                      圧力計検定・検査室        ４１．２０ ｍ２ 
                      温度計検定・検査室        １３．９０ ｍ２ 
                      基準天秤室                  ２２．６０ ｍ２ 
                      小型質量計検定・検査室     ４４．７０ ｍ２ 
                            展示ホール                 ８２．５０ ｍ２ 
        ２Ｆ （主要施設）   計量協会事務室              ２０．２１ ｍ２ 
                            会議室                    １４０．６０ ｍ２ 
                            相談室                      １６．８０ ｍ２ 
                            文書庫                      ３１．００ ｍ２ 
             （その他）     倉庫、化粧室、廊下等     ３２２．２７ ｍ２ 
 
◎ 検査棟          ４９４．６６ ｍ２ 

            （主要施設）   装置検査場            ２００．７０ ｍ２ 
                   大型質量計検査室        １７４．３０ ｍ２ 
                 基準分銅検査室             ２０．５５ ｍ２ 
         （その他）     化粧室、搬入口等            ９９．１１ ｍ２  
 
  ◎ その他        ６２．５９ ㎡ 

                  渡り廊下          ３８．７５ ㎡ 

               自転車置場                  １４．５２ ㎡ 

               ゴミ置場           ９．３２ ㎡ 



 ３ 組織および職員 
 

  当所は、県商工観光労働部に属しており、その組織と職員の配置状況は次のとおりである。 

   

             

 

 

 

職員の配置状況                       （平成１７年４月１日現在） 

 
 
 

事 務 職 員 技 術 職 員 計 

所      長     １（１）    １（１） 

次      長    １     １ 

主 幹 １ １（１）    ２（１）  

副  主  幹     １（１）    １（１） 

主 査       １（１）        １（１） 

主 任 主 事       １（１）        １（１） 

主 任 技 師        １（１）    １（１） 

         計    ４（２）    ４（４）    ８（６） 

   （注）（ ）内は、計量教習の修了者 

 

 

 

 

 

 

所  長   次長     

予算の編成、執行 

物品、公有財産管理 

福利、厚生 

計量思想の普及 

特定計量器の検定、基準器検査、定期検査 

計量証明検査 

計量関係立入検査 

検定・検定用具の整備・保管 

計量関係事業登録・届出 

適正計量管理事業所の指定 



 ４ 歳入・歳出状況 
 １．歳 入                                                         

   （款）使用料及び手数料  （項）手 数 料  （目）商工労働手数料 
  

                                                                          （単位：円） 

２．歳 出（人件費を除く） 

   （款）商工労働費   （項）商工業費   （目）計量検定費 

                                      （単位：円） 

       　　　区　　　　　　分 平成１６年度決算額 平成１７年度予算額

（節）計量検定検査登録 8,588,931 6,611,000

（内訳）検定（装置検査） 4,171,480 2,686,300

　　　　基準器検査 1,554,890 1,334,600

　　　　計量証明検査 2,196,060 2,145,100

　　　　登録・指定・閲覧等 275,300 100,000

　　　　検定検査費用弁償 391,200 345,000

　　　　雑　　　入 1 0

区　　　　　　分 平成１６年度決算 平成１７年度予算

報　償　費 72,000 189,000

旅　　　費 1,718,435 2,349,000

需　用　費 6,438,355 6,559,000

食　糧　費 (2,100) (16,000)

その他需用費 (6,436,255) (6,543,000)

役　務　費 1,971,847 2,449,000

その他役務費 (1,971,847) (2,449,000)

委　託　料 8,941,554 9,508,000

使用料及び賃貸料 964,780 1,068,000

工事請負費 0 0

備品購入費 1,800,671 1,815,000

負担金補助及び交付金 18,000 64,000

補償補てん及び賠償金 0 5,000

公　課　費 55,400 56,000



５  検定検査用具類                     （平成17年4月1日現在） 

基 準 器 等 の 種 類 型式または能力 数 量 

 基準巻尺 全長    5ｍ  一目盛 10㎝ １ 長 
さ 
計 

基 
準 
器 
 ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ装置検査用基準器 表す量 2,000 mm ２ 

 基準手動天びん 
 
 
 

ひょう量   30㎏    感量  200㎎ 
ひょう量    5㎏    感量   50㎎ 
ひょう量    2㎏    感量   10㎎ 

１ 
１ 
１ 

 基準直示天びん 
 
 

ひょう量 1000.11 ｇ  目量   10㎎ 
ひょう量  200.003ｇ  目量    1㎎ 
ひょう量  200.011ｇ   目量    1㎎ 

１ 
１ 
１ 

 基準台手動はかり ひょう量  600.3  ㎏   目量   50 ｇ １ 

 特級基準分銅(OIML E2相当) 表す量  1mg ～ 20kg １組 

 特級基準分銅 表す量  1mg ～ 20kg １組 

基 
 

準 
 

器 

 一級基準分銅 
 
 

表す量  1mg ～ 5kg 
表す量  1mg ～ 1kg 
表す量 10㎏ 
表す量 20㎏ 

１組 
１組 

     ２個
   １個 

 
 
 
 
 
設 
 

 質量比較器（電子天びん） 
 
 
 
 
 
 

ひょう量  5.1 g   目量     1μg 
ひょう量  205 g   目量  0.01mg 
ひょう量  1.1kg    目量   0.1mg 
ひょう量  5.1kg    目量     1mg 
ひょう量   30kg    目量     5mg 
ひょう量  600kg    目量   0.1g 
ひょう量  1.2 t    目量     1g 

１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

  精密電子はかり ひょう量   30kg    目量   100㎎ １ 

  電気抵抗線式はかり ひょう量   1kg    目量   1g・2g ８６ 

 
 
 

 誘電式はかり 
 

ひょう量  300 g    目量    0.01g 
ひょう量   2 g    目量      １g 
ひょう量   3kg    目量     0.1g 
ひょう量   6kg    目量     0.2g 

１ 
２ 
１ 
１ 

備 
 
 
 
 

表す量   1 t（鋳鉄製） 
表す量  500kg（鋳鉄製） 
表す量  20kg（鋳鉄製） 
表す量  20kg １級実用（ｽﾃﾝﾚｽ製） 
表す量  20kg ３級実用（ｽﾃﾝﾚｽ製） 
懸垂式はかり検査用（200kg） 

１２ 
９６ 
１５０ 
５０ 
１５ 
１組 

 実用基準分銅 
 
 
 
 
 
 

分銅収納バスケット（500kg収納用） ４ 

質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計 

 

エアーバランサー 能力 30kg １ 

 



      

基 準 器 等 の 種 類 型式または能力 数 量 

 
基 
 
 
準 
 
 
器 
 

 基準ガラス製温度計 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -20℃～105℃     目量  0.5℃ 
  -23℃～108℃     目量  0.5℃ 
  - 6℃～ 41℃     目量  0.5℃ 
  - 2℃～ 52℃     目量  0.1℃ 
   48℃～102℃     目量  0.1℃ 
   35℃～ 45℃     目量  0.1℃ 
  -20℃～ 10℃     目量  0.05℃ 
   10℃～ 40℃     目量  0.05℃ 
   40℃～ 70℃     目量  0.05℃ 
  -56℃～  0℃     目量  0.1℃ 
  -10℃～ 50℃     目量  0.1℃ 

  １ 
  １ 
  １ 
  １ 
    １ 
  １ 
  ２ 
  ２ 
１ 
１ 
１ 

 
 
温 
 
 
度 
 
 
計 
 
 

 
設 
備 

検査温槽 
エアーコンプレッサ 
氷削機 

 
 
 

  １ 
  １ 
  １ 

 液体メーター用基準タンク 
 

全量   5.1L    21L   50L   100L 
全量    10L 

 各１ 
   ２ 

基準燃料油メーター 口径    50mm      1 

基準フラスコ 全量    10L     5L     2L    1L  100mL 各１ 
 

体 

積 

計 

基 

準 

器 

 基準ビューレット 全量   500mL   200mL   100mL 各１ 
 

 基準液柱型圧力計 
 
 
 

   0～200kPa    目量 0.5kPa 
 
   0～102kPa    目量 0.5kPa 
 
   0～33cmHg    目量 0.1cmHg 

  １ 
 

１ 
 

１ 
   

 
圧 
 
 
力 
 
 
計 
 

 
基 
 
 
準 
 
 
器 
 

 基準重錘型圧力計 
 
 
 
 

     2MPa   ～   50Mpa 
 
   0.1MPa   ～    5MPa 
 
    5MPa   ～  100MPa 

  １ 
 

  １ 
 

  １ 
 液化石油ガス用基準浮ひょう 0.5   ～ 0.65g/cm３    0.002g/cm３ １組 

 密
度
計 

基
準
器  基準密度浮ひょう 0.600 ～ 0.65g/cm３    0.005g/cm３ １組 

 
 基準比重浮ひょう 
 
 

0.6490 ～ 2.0000      0.0005 
0.6490 ～ 2.000       0.001 

 
  １組 比 

重 
計 

基 
準 
器  基準重ボーメ度浮ひょう 0～70.1  重ボーメ度  0.05  重ボーメ度 １組 

 
 



第２  業 務 概 要 
 

１ 計量関係事業の届出、登録、指定 
（１） 特定計量器の製造・修理・販売事業の届出 
  特定計量器の製造事業を行うときは経済産業大臣に、修理又は販売の事業を行う者にあっては

都道府県知事に届出をするよう定められている。 

 

平成１６年度に行った登録・指定等の実績については、次のとおりである。 

 １５年度末現在  平成１６年度の処理件数  １６年度末現在  

区分延数 実事業者数 新 規 廃 止 変  更 手数料金額 区分延数 実事業者数 

製造事業者   ２８    １２   ０   ０   ０          0   ２８    １２ 

修理事業者   ２６    ２０   ３   ０   ２          0   ２９    ２２ 

販売事業者  ４５２   １９１   ２  １１  １７          0  ４４３   １９１ 

計量証明事

業者 

  ８７    ６２   ４   １  １６  226,800 

 

  ９０    ６３ 

適正計量管

理事務所 

 １７２     ６５   ５   ５  ５２     48,500 

 

 １７２    ６６ 

 ☆販売事業者の区分延数は、事業所数を示す。 

 

 

 

（２）計量証明事業の登録 
質量、濃度、音圧レベル等を測定し、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が

真実である旨を数値を伴って表明する事業を行う者は、事業区分に従い都道府県知事の登録を受

けなければならない。なお、平成１７年４月１日現在の登録状況は次に示すとおりである。 

 

計量証明事業登録者数 

   濃 度  特定濃度 
事業区分 

        
 質 量 計 

 大気 水又は土壌 

    
音圧レベル 

 
振動加速度 
レベル  大気 水又は 

土壌  

 １６  ２８  ３  ３ 
事業所数 

   
３７ 

   ２９ 

 
  １１ 

 
  １０ 

   ３  

事業者実数 
 
   ３３ 

 
           ３０ 

 
 



（３） 計量士の登録 
 計量士になろうとする者が経済産業大臣あてに提出する「登録申請書」等を受理し、大臣に進

達を行う。また、計量士になる資格の認定を得ようとする者が提出する「計量士資格認定申請書」

を受理し、計量行政審議会長に送付する。 

 計量士登録等の取扱件数 

 一般計量士 環境計量士 

（濃度） 

環境計量士 

（騒音・振動） 

計量士資格認定 

申請書 

 合  計 

平成１６年度 ２ １０ ４ ４ ２０ 

平成１５年度 ７ ８ - ２ １７ 

平成１４年度 ５ ７ ５ - １７ 

平成１３年度 ４ ７ ３ - １４ 

平成１２年度 ３ １０ ２ １ １６ 

 

 

（４）適正計量管理事業所の指定 
   特定計量器を使用し、計量管理を自主的に行っている事業所は、経済産業大臣又は都道府県

知事の指定を受けることができる。なお、平成１７年４月１日現在で滋賀県内で指定を受けた

事業所数は、業種別に次のとおりである。 

 ◎経済産業大臣指定 

   国の機関（郵便局）     ２６１ 事業所 

 ◎滋賀県知事指定 

業  種 
ガ ス 
供 給 業 

鉱工業・
製 造 業 

百貨店 スーパー 運輸業 
計量証明
事業 

その他 計 

事業所数 １ ４５ ２ ８０ １６ ２ ２６ １７２ 

 

 

５）指定製造事業者の指定 
 
    経済産業大臣が、優れた品質管理能力を有すると認めた製造事業者においては、自らが計量

法に基づく基準適合証印を付すことが出来ることとなっている。 

   本県の指定製造事業者は２事業者である。  

 

 

（６）特殊容器製造事業者の指定 
 
     特殊容器（透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるもの）の製造を行おうとす

る者は、事業所ごとに都道府県知事の指定を受けるよう定められている。 

    本県に特殊容器指定製造者は１事業者である。 

 



２ 検  定  業  務 

（１）検定の概要 
 取引や証明に使用する特定計量器は、原則として検定を受け、これに合格したものでなけれ

ば使用することができないこととなっている。 

 検定は、特定計量器の種類や型式の有無により経済産業大臣、都道府県知事等が行っており、

また、電気計器は日本電気計器検定所、環境測定用などに使用される特定計量器は指定検定機

関である（財）日本品質保証機構が、主体となって検定を実施している。 

 過去３年間の検定検査の実績は次のとおりである。 

     平成１６年度種類別手数料 

     区   分 ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ 質量計 温度計 体積計 圧力計 計 

   手数料 （円） 890,120 1,822,840      9,840  1,374,700    73,980   4,171,480 

 

     最近３カ年の検定（検査）実績 
平成14年度 平成15年度 平 成 16 年 度             年 度  

  種 類 個 数 不合格数 個 数 不合格数 個 数 不合格数  

タシーメーター装置検査 1,256 40 1,247 38 1,309 27 

電気抵抗線式はかり 1,101 0 813 0 990 0 

電磁式はかり 0 0 0 0 0 0 

誘電式はかり 1 0 0 0 0 0 

その他の手動式はかり 60 0 36 0 12 0 

手動指示併用はかり 0 0 5 0 2 0 

ばね式はかり 0 0 0 0 2 0 

その他の指示はかり 0 0 0 0 10 0 

分  銅 40 0 20 0 25 0 

質 
 

量 
 

計 

計 1,202 0 874 0 1041 0 

ガラス製温度計 0 0 0 0 164 0 

燃料油メーター 1,681 1 640 2 596 0 

液化石油ガスメーター 8 0 2 0 23 0 
体
積
計 

    計 1,689 1 642 2 619 0 

アネロイド型圧力計 1,427 3 733 1 784 4 

アネロイド型血圧計 2,950 0 0 0 0 0 
圧
力
計 

    計 4,377 3 733 1 784 4 

計総 8,524 44 3,496 41 3,917 31 

 



  【主な特定計量器の検定証印の有効期間】 
タクシーメーター              １年    

  ガス（都市ガス、プロパンガス）メーター  １０年 
    水道メーター                ８年 
    燃料油（自動車等給油）メーター       ７年 
    液化石油ガスメーター            ４年 
    積算熱量計                 ８年 
    電力量計（家庭用普通電力量計）      １０年 
    振動レベル計                ６年 
 
 
（２）タクシーメーターの装置検査 
  平成１６年度の検査実績は１，３０９台であり、下図のように近年は大きな変動はなく、横ば
い状態が続いている。 
  なお、本県では装置検査に合格したタクシーメーターには見やすい箇所に有効期限シールを貼
付し、使用者および利用者にも注意の喚起に努めている。 

 
         タクシーメーター装置検査       タクシーメーターの有効期限シール 

                      
 
 

　タクシーメーター装置検査実績の推移

1,203

1,323

1,256

1,247

1,309

100

600

1,100

1,600

H12 13 14 15 16

（年度）

（個数）

 



 （３）質量計 
     質量計の検定は、下図のように、電気抵抗線式はかりがその大半を占めている。総個数に

ついては、平成１６年度は平成１５年度の約１９％増となっている。 
 
             質量計の検定実績（平成１６年度） 

1,101

60

0

0

1

0 200 400 600 800 1,000 1,200

電気抵抗線式はかり

誘電式はかり

台手動式はかり

手動指示併用はかり

その他の指示はかり

（質量計の種類）

（検定台数）  
（４）体積計 
 
   実績は、燃料油メーターおよび液化石油ガスメーターであり、図４に示すとおり燃料油メー
ターが体積計の総個数の大半を占めている。 

   なお、本県では燃料油メーターの見やすい箇所に検定有効期限シールを貼って、使用者およ
び使用者にも注意を喚起している。有効期間７年用のシールは燃料油メーターのうち自動車等
給油メーターに、有効期間５年用のシールはそれ以外の燃料油メーターに貼付している 

        

図４　体積計の種類別検定個数および比率

燃料油メーター96.3%
（596個)

液化石油ガスメー
ター3.7%
(23個)

総個数
619個

  
 
燃料油メーター検定                  検定有効期限シール 

有効期間７年用    有効期間５年用 



（５） 圧力計・血圧計 
 検定は、アネロイド型圧力計およびアネロイド型血圧計の２種類がある。そのうち、血圧計は
平成１０年度から指定製造事業者制度による生産となったため、平成１３年度まで検定実績はな
かった。しかし、平成１４年度のみ指定製造事業者制度によらない器種が出てきたため検定を実
施したが、平成１５年度以降は検定実績はない。 
 圧力計の検定個数はここ数年減少傾向にあったが、平成１５年度に対前年比５１.３％と大幅に
減少し、平成１６年度も横ばいであった。 
 
 
                             圧力計検定実績の推移 
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３ 基準器検査 

基準器は、検定、検査に用いる器具、機械又は装置である。また、製造、修理事業者等にお

いては、製品の検査設備として用いられている。 

 基準器は、種類により経済産業大臣又は都道府県知事が検査を行い、これに合格したものに

ついては基準器検査証印が付される。 

    過去３年間に本県が行った基準器検査実績は、次のとおりである。               

 

基準器検査実績 

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 
種     類 

検査個数 不合格数 検査個数 不合格数 検査個数 不合格数 

 基 準 手 動 は か り 1 0 0 0 0 0 
 基 準 指 示 は か り 0 0 0 0 0 0 
 １ 級 基 準 分 銅 81 2 276 1 197 7 
 ２ 級 基 準 分 銅 632 4 326 0 475 0 
 ３ 級 基 準 分 銅 533 0 429 0 500 0 
 液体メーター用基準タンク 2 0 1 0 2 0 
 タクシーメーター装置検査用基準器 2 1 2 0 0 0 

計 1,251 7 1,034 1 1,174 7 
 
 

図６　平成16年度　基準分銅精度等級別実績
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４．定期検査等 
 （１）特定計量器定期検査 
取引や証明に使用するはかりは、精度維持のため２年に１回の定期検査が義務づけられてい

る。本県では、小型はかり（ひょう量５００㎏以下）と大型はかり（ひょう量５００㎏超）に

分けて定期検査を実施している。 
なお、（社）滋賀県計量協会が指定定期検査機関として知事の指定をうけ、小型はかりは平成

１１年度から、大型はかりは平成１３年度から協会が定期検査業務を実施している。 

 
(２)定期検査に代わる計量士による検査 
知事が行う定期検査に代わり、計量について専門的な知識と技術を持つ計量士が、取引また

は証明に使用するはかりの検査を行い、合格したものを当該都道府県知事又は特定市町村の長

へ届出することにより定期検査が免除される制度である 

計量士の代検査定期検査

台手動はかり

電気抵抗線式はかり

0

57 2 38 0

不合格数

定量増おもり 12 0 0 0

2 39 076合計

0はかり小計 64 2 39

0 0

検査個数 不合格数

5 0 1 0

検査個数

振り子式はかり 2

手
動
は
か
り

手動天びん

棒はかり

等比皿手動はかり

不等比皿手動はかり

台手動はかり

11

0

検 査 個 数 不合格数

0 0 0 0

検 査 個 数 不合格数

0 0

16 0 0 0

0 0

8 0

154 0 54 0

28 0

222 0

30 0 9 0

470 0

0 1 0

0

0 0 0

4 0 9

208 2 352

9 0 1

5 0 5

935 2 661 0

203 0 69 0

0 0 0 0

841 0 217 0

1,044 0 286 0

1,979 2 947 0

    　小　　計

   　 合　  計

分銅

定量おもり

定量増おもり

分
銅
・
お
も
り

      小    計

指
示
は
か
り

電
気
式
は
か
り

光電式はかり

電磁式はかり

誘電式はかり

円周指示はかり

直線指示はかり

手動指示併用はかり

振り子式はかり

平成１６年度定期検査等実施状況（小型はかり・種類別）

平成１６年　定期検査等実施状況（大型はかり・種類別）

0

0

0

定 期 検 査 計量士の代検査

電気抵抗線式はかり



 

平成１６年度　定期検査（小型はかり）市町村別内訳 （指定定期検査機関分）

合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格

市部合計 1.5 34 47 0 68 0 115 0 0.00%

郡部合計 24.5 541 888 2 976 0 1864 2 0.11%

総合計 26 575 935 2 1044 0 1979 2 0.10%

大津市（特定市） 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

守山市 1.5 34 47 0 68 0 115 0 0.00%

石部町 1 13 28 0 49 0 77 0 0.00%

甲西町 1 33 64 1 74 0 138 1 0.72%

水口町 2.5 71 130 0 129 0 259 0 0.00%

土山町 1.25 41 67 0 116 0 183 0 0.00%

甲賀町 1.25 19 34 0 30 0 64 0 0.00%

甲南町 1 30 50 0 52 0 102 0 0.00%

信楽町 1 45 73 0 104 0 177 0 0.00%

愛東町 0.5 6 10 0 0 0 10 0 0.00%

湖東町 0.75 14 18 0 15 0 33 0 0.00%

秦荘町 1 21 29 0 9 0 38 0 0.00%

愛知川町 1 28 45 0 35 0 80 0 0.00%

豊郷町 1 18 32 0 29 0 61 0 0.00%

甲良町 1.25 16 23 0 10 0 33 0 0.00%

多賀町 1 12 24 0 15 0 39 0 0.00%

山東町 1 25 31 0 54 0 85 0 0.00%

伊吹町 1.25 16 23 0 53 0 76 0 0.00%

米原町 1.5 32 54 1 59 0 113 1 0.88%

近江町 1 10 22 0 5 0 27 0 0.00%

高月町 1 20 26 0 35 0 61 0 0.00%

木之本町 1 34 50 0 48 0 98 0 0.00%

余呉町 1 16 26 0 38 0 64 0 0.00%

西浅井町 1.25 21 29 0 17 0 46 0 0.00%

最近３カ年の定期検査等の検査個数（大型はかり）

定期検査
計量士の

代検査 定期検査
計量士の

代検査 定期検査
計量士の

代検査

59 36 79 42 64 39

6 0 0 0 12 0

65 36 79 42 76 39

最近３カ年の定期検査等の検査個数（小型はかり）

定期検査
計量士の代

検査 定期検査
計量士の代

検査 定期検査
計量士の代

検査

963 673 1,762 2,218 935 661

1,090 160 1,840 990 1,044 286

2,053 833 3,602 3,208 1,979 947

分銅・おもり

合      計

　平成１４年度

非自動はかり

分銅・おもり

合　　　計

平成１４年度

　　平成１６年度

平成１５年度 平成１６年度

非自動はかり

　　平成１５年度

合計

不合格率市町村名 実施日数 受検者数

非自動はかり 分銅・おもり



（３）計量証明検査 
 

      計量証明事業に使用する特定計量器は、政令で定める期間ごとに知事または指定計量証明

検査機関が行う検査を受けなければならない。質量の検査は、平成１３年度から指定計量証

明検査機関である（社）滋賀県計量協会が実施している。 

   

最近３年間の計量証明検査実績 

種          類 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

台手動はかり      2(0) 1(0) 2(0) 

振子式はかり      1(0) ― 1(0) 
 

質     量 
電気抵抗線式はかり     12(0)   10(0) 13(0) 

ｶﾞﾗｽ電極式水素ｲｵﾝ濃度計指示計 11(0)   16(0) 0(0) 

ｼﾞﾙｺﾆｱ式酸素濃度計       0(0) 4(0) 3(1) 

磁気式酸素濃度計         0(0) 1(0) 5(0) 

非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 0(0) 3(0) 5(0) 

非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 0(0) 1(0) 0(0) 

濃    度 

化学発光式窒素酸化物濃度計   0(0) 5(0) 3(1) 

普通騒音計            15(0) 19(0) 0(0)  
音圧レベル 

精密騒音計            4(0) 7(0) 0(0) 

振動加速度レベル 振動レベル計            0(0) 18(0) 13(0) 

合  計            45(0) 85(0) 45(0) 

（注１）（ ）内は不合格数  （注２）太字は指定計量証明検査機関が実施した個数 

    

 

 

 平成１６度の実施期間及び受検者数 

 特定計量器の種類 実 施 期 間 日   数  受 検 者 数 

質  量  計 ９月17日～11月17日    ７ 日     １１ 

ガ ス 濃 度 計 ８月24日～８月27日    ４ 日      ３ 

振動レベル計 １０月 ８日    １ 日      ４ 

 



 

５.立入検査等 

  計量法第１４８条に基づく立入検査を実施し、適正計量の確保に努めている。 

（１）計量関係事業者等 

 製造事業者等の事業所に立ち入り計量法に定められている諸規定の実施状況や法規定の遵守状況につい
て検査を行い適性を欠くものについては改善指導を行った。 
  過去３年間の立入検査実施状況は次のとおりである。 
     区     分 １４年度 １５年度 １６年度 
製造事業者       ４        -        - 
修理事業者        -        -        - 
販売事業者        -        -        - 

 一般       ５       ５       ４ 計量証明事業者 
 環境       ３       ６       ６ 

適正計量管理事業所       ４        -        - 
    合   計     １６     １１     １０ 

（２）特定計量器立入検査 

  適正な計量の確保を図るためには、正確な計量器を正しく使用することが大切である。 
 このことから特定計量器を取引など業務上に使用している事業所に対し立入検査を行い、不適正な特定
計量器、不正な使用方法の排除に努めている。 
  立入検査は、当所の台帳をもとに、主に検定有効期間の満了した特定計量器を使用している事業所、あ
るいは不明な事業所を対象に実施し、その結果は次のとおりである。 
  なお、不適正な特定計量器については改善内容の報告を求め、すべて改善済みである。 
 特定計量器立入検査実積   

    平成１４年度     平成１５年度    平成１６年度  
特定計量器 
 
の種類 

 
 立入 
 戸数 

 
  検査 
  個数 

 
 不適 
 正数 

 
不適 
正率 

 
 立入 
 戸数 

 
 検査 
 個数 

 
 不適 
 正数 

 
 不適 
 正率 

 
 立入 
 戸数 

 
 検査 
 個数 

 
 不適 
 正数 

 
 不適 
 正率 

 
燃料油メーター 

 
   7  

 
    89  

 
   24  

 
27.0  

 
  62 

 
  429 

 
  52 

 
12.1 

 
  63 

 
  615 

 
  89 

 
14.5 

 
石油ガスメーター 

 
  30 

 
 22,120 

 
  499 

 
2.3% 

 
  30 

 
57,829 

 
  82 

 
0.1% 

 
  29 

 
22,582 

 
  65 

 
0.3% 

 
水道メーター 

 
   5 

 
 41,391 

 
   0 

 
0.0% 

 
   0 

 
    0 

 
   0 

 
0.0% 

 
   9 

 
57,185 

 
 451 

 
0.8% 

 
    計 

 
  42 

 
 63,600 

 
  523 

 
0.8% 

 
  92 

 
58,258 

 
 134 

 
0.2% 

 
 101 

 
80,382 

 
 605 

 
0.8% 

 （注） 石油ガスメーター、水道メーターの検査個数は、台帳検査を含む。 
 
  １６年度実施区域および実施期間 

   種  類      実 施 期 間  日 数     実 施 区  域 

  燃料油メーター ９月１４日～１１月２４日  ９日間 草津市・守山市 
東近江市・甲賀市 

石油ガスメーター ９月１５日～１１月 ２日 １１日間 彦根市・長浜市・愛知郡・犬上郡 
坂田郡・東浅井郡・高島郡  

 



（３）商品量目立入検査 
 
  容器又は包装に内容量が表記されている商品を販売している者に対して、適正計量の周知徹底 

を図ることを目的に中元期、年末・年始期を中心に立入検査を実施している。 

  検査内容は、検査対象商品の量目及び表示の確認、使用しているはかりの使用状況等について 

行っている。なお、平成１６年度の商品量目立入検査の結果は、次に示すとおりである。 

 不適正個数の多かった品目については、ほとんどが風袋込みの計量が原因とみられる量目不足

であった。計量器の設置状況等については不適正なものはなかった。 

  量目不足の商品に対しては、立入検査の実施要領に基づき現場指導等を行い適正な取引の確保 

に努めている。        （注）量目（りょうもく）・・・商品の内容量のこと。 

 

 
実施区域および実施期間 

検査職員  種  類  実 施 期 間  日   数
(延べ人数) 

実施区域  

中 元 期 平成16年６月16日～８月２４日 １０日間 ２０名  
長浜市他３市 
伊吹町他１１町村

年末・年始期 
平成１６年１１月５日～ 

平成１７年１月２６日  
 ８日間 １６名  

彦根市他６市 
日野町他６町 

 
 

商品量目立入検査成績表（平成１６年度）  
不適正 不適正 不適正検査戸数 不正戸数
戸数率

検査個数 
個 数 個数率商品名 

  (戸)  （戸）  （％）   (個)  （個）  （％） 

食肉 １７ ２ 11.8 ９２ １３ 14.1 

食肉の加工品 １０ ０ 0 ５０ ０ 0 

魚介類 １７ ３ 17.6 ８１ ７ 8.6 

魚介類の加工品 １２ ２ 16.7 ７７ ５ 6.5 

野菜 １２ ３ 25.0 １００ ７ 7.0 

野菜の加工品 ５ １ 20.0 ２０ ５ 25.0 

めん類 － － - － － - 

菓 類 ４ ２ 50.0 ２２ ８ 36.4 

茶、コーヒー、ココアの調整品 ３ ０ 0 １３ ０ 0 

調理食品 １５ ２ 13.3 ８９ ８ 9.5 

その他の特定商品 ７ ０ 0 ２３ ０ 0 

非特定商品 － － - － － - 

合  計 １０２ １５ 14.7 ５６７ ５３ 9.3 

 



   過去３カ年の商品量目立入検査状況 
 

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 
 

検査 
個数 

不適正
個数 

不適正
個数率

検査 
個数 

不適正
個数 

不適正
個数率

検査 
個数 

不適正 
個数 

不適正
個数率

食肉 １３２   ５ 3.8％ ２２６ ３７ 16.4％ ９２ １３ 14.1％

食肉の加工品   ６   ０ 0 ４８ ９ 18.7 ５０ ０ 0

魚介類  ４４ １４ 31.8 ９７ １ 1.0 ８１ ７ 8.6

魚介類の加工品  ７６ ２６ 34.2 １６３ １１ 6.7 ７７ ５ 6.5

野菜  ６３ ４４ 69.8 １４２ １５ 10.6 １００ ７ 7.0

野菜の加工品 - - - ３ ０ 0 ２０ ５ 25.0

めん類  １６   ０ 0 - - - - - -

菓 類 - - - １４ ０ 0 ２２ ８ 36.4

茶、コーヒー、 
ココアの調整品 

- - - - - - １３ ０ 0

調理食品 １２１ １９ 15.7 ２２５ １１ 4.9 ８９ ８ 9.5

その他の特定商品 - - - ２７ ２ 7.4 ２３ ０ 0

非特定商品 - - - - - - - - -

合   計 ４５８ １０８ 23.6 ９８２ ８８ 9.0 ５６７ ５３ 9.3

     



６ 計量思想の普及啓発 
  

（１）計量記念日事業 

１１月１日の計量記念日を広く県民に認識していていただくために、毎年ＪＲの主要各駅で、

街頭啓発を実施している。 

また、県内各市町村、各商工会等およびその他計量関係事業者へ計量記念ポスターを配布する

など、計量思想の普及に努めている。 

 

 

（２）消費者に対する普及啓発 

昭和６１年度から継続して実施してきた計量モニター事業は、食料品などの日常生活必需品

の内容量を消費者自身が調査することにより、商品量目の現状や計量に関する知識についての理

解を深めるとともに、商品の生産者・販売者に対しても計量方法や計量器について注意を促すこ

とによって消費者保護に努めてきた。 

また、調査により得られる各種データ、消費者の意見、要望等を計量行政の推進のための資料

として活用してきた。 

平成１５年度からは、今までの実施方法を変更し、消費者グループ等が行う商品量目調査を支

援することとし、試買テストの結果を県内の商品量目の指標の一部として行政施策に活用する。 

 

 

（３）計量事業者に対する普及啓発 

 適正計量管理事業所講習を開催し、講義終了後に筆記試験を行い合格者には認定証を授与した。

また、計量証明主任計量者講習及び環境計量証明事業者講習も実施した。 



７ 計量技術の国際交流（ＪＩＣＡ研修） 

 ＪＩＣＡ研修については、都道府県計量行政協議会が受け入れを開始した平成７年度より継続

して本県での研修を受け入れており、平成１６年度については、次のとおり研修を実施している。 

   実施日   平成１６年 ６月 ２９日 

   実施場所  滋賀県計量検定所 

   研修内容  電気式はかりの検定 

   研修生   中国、インドネシア、ラオス、マレイシア、タイ、 

         ベトナム、パレスチナ、イラン２名の合計９名 

平成１５年度以前の状況 

年度 実施日 研修場所 研修内容 人数 研修生 

１５ 15.7.16 滋賀県計量検定所 

 

電気式はかり

の技術基準と

検定 

６ 

 

中国、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾗｵｽ 

ﾏﾚｲｼｱ､ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ 

１４ 14.7.30 滋賀県計量検定所 

㈱ｲｼﾀﾞ滋賀事業所 

電気式はかり

の技術基準と

検定 

６ 

 

中国、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(2)､ 

ﾏﾚｲｼｱ(2)､ﾀｲ 

１３ 13.11.21 

   11.22  

水質監視船 

㈱ｲｼﾀﾞ滋賀事業所 

商業用はかり

の構造と検定 

 ６ 中国、ｶﾞｰﾅ､ﾊﾟﾅﾏ、ｲﾝﾄﾞ

ﾈｼｱ(2)､ｻｳﾃﾞｲｱﾗﾋﾞｱ 

１２ 12.11.15 

   11.16 

水質監視船 

㈱ｲｼﾀﾞ滋賀事業所 

商業用はかり

の構造と検定 

  ７ 中国、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｻｳﾃﾞｲｱ

ﾗﾋﾞｱ､ﾀｲ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ﾁｭﾆｼﾞ

ｱ､ﾍﾞﾅﾝ 

１１ 11.10.19 

   10.20 

㈱ｲｼﾀﾞ滋賀事業所 

水質監視船 

商業用はかり

の構造と検定 

  ７ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟ

ﾝ､ｻｳﾃﾞｲｱﾗﾋﾞｱ､ｼﾘｱ(2)、 

ﾀｲ 

 



 

８ 計量関係機関等 
（１）計量特定市（大津市） 

  大津市は、平成１３年４月から特定市の指定を受けて計量法に基づく、大津市内の定期検査

や立入検査等の業務を行い適正な計量の確保と計量意識の高揚を図る啓発・指導を行っている。 

  県も特定市の大津市と定期的に事務連絡協議会を開催するとともに、情報の交換や事務処理

の統一を図るなど業務の円滑な推進に努めている。 

    所在地  大津市御陵町３－１ 

    名 称  大津市 産業観光部 産業政策課 

    電 話  ０７７－５２８－２７５４ 

 

（２）社団法人 滋賀県計量協会 

 社団法人滋賀県計量協会は、特定計量器製造・修理・販売事業者、適正計量管理事業所、一般

計量証明事業者、環境証明事業者および計量士等の計量関係事業者で組織する団体であり、会員

の地位向上と、相互の連絡協調をはかるとともに、計量思想普及のため主として３．に掲げる事

業を行っている。   

１. 経  緯 

    昭和34年 4月 1日  滋賀県計量協会（任意団体）の設立 

    昭和55年10月23日  社団法人滋賀県計量協会に組織変更（法人化） 

    平成11年 3月26日  指定定期検査機関に指定 

平成13年 3月21日  指定計量証明検査機関に指定 

 

２. 事務所所在地 

    〒525-0022  滋賀県草津市川原１49番1  （滋賀県計量検定所本館棟 ２Ｆ） 
TEL（077）567-3978 
FAX（077）567-3981 

３. 事業内容 

 （１）計量知識の普及啓発 

 （２）計量に関する調査、研究および指導 

 （３）計量関係法令の適正な運用促進 

 （４）計量業界の向上発展に関する施策の実施 

 （５）計量技術および計量管理の研究、指導 

 （６）指定定期検査機関業務の実施  

  (７) 指定計量証明検査機関業務の実施   （質量計に係る計量証明検査） 

（８）商店における正量取引推進巡回指導検査の実施 

 （９）適正計量管理事業所の計量管理指導事業の受託 

 （10）計量法関係収入証紙の売りさばき 

 （11）情報の収集および会誌の作成配布 

 （12）計量功労者の表彰および会員相互の連絡協調 

 （13）講演会、講習会、座談会、展示会等の開催 

 （14）その他本会の目的達成のために必要な事業 

 



４. 協会会員（平成１７年３月３１日現在）                                        

定款第２９条部会別 
名       称 

   
業   種   の   別 

 

 
会  員  数 

 
   

計量器工業部会 
 

計量器製造・修理事業者    １４社（者） 

 
計量器販売部会 

 

 
特定計量器販売事業者 
 

   ６２社（者） 
     ２団体 

 
適正計量管理部会 

 

 
適正計量管理事業所 
 

    ４６社 
     ２団体 

 
計量証明部会 

 
一般計量証明事業者     ２４社（者） 

 
環境計量証明部会 

 
環境計量証明事業者     ２３社 

 
計量士部会 

 
計  量  士     ４０者 

 
特別会員 

 
定款第７条第３項の規定による会員      ３者 

 
賛助会員 

 
定款第７条第４項の規定による会員 １団体 

 
計 

 

 
 

 ２１３社（者） 
    ５団体 

 
 
                                                                                      
  
                                                                                      
  
                                                                                      
  
                                                                                      
  
                                                                                      
  
                                                                                      
  
                                                                                      
  
                                                                                      
  
  


